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第４回都市計画道路見直し検討部会 次第 

 

日 時 令和３年６月１日（火）午後２時 

場 所 第一庁舎７階 第一・第二委員会室 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１） 説明事項 

・ 都市計画道路見直し(素案) 

・ 第３回検討部会の質問・意見等 

・ 第３回部会からの変更点について 

・ 見直し評価指標による区間別道路機能の整理結果(暫定) 

・ 見直し評価結果(暫定) 

 

 

（２） 審 議 

７ そ の 他 

・ 第５回 部会日程 候補日 

      ①令和３年７月28日(水) 午前10時から 

      ②令和３年７月30日(金) 午前10時から 

８ 閉 会 



 - 2 - 

◎都市計画道路見直し検討部会員 

 

１番  髙 木 直 樹 （信 州 大 学 名 誉 教 授） 

２番  梅干野 成 央 （信 州 大 学 工 学 部  建 築 学 科  准 教 授） 

３番  轟   直 希 （長 野 工 業 高 等 専 門 学 校  環 境 都 市 工 学 科  准 教 授） 

４番  三 浦   淳 （長 野 国 道 事 務 所  計 画 課  課 長） 

５番  増 澤 邦 彦 （長 野 建 設 事 務 所  計 画 調 査 課  課 長） 

６番  江 本 幹 保 （長 野 中 央 警 察 署  交 通 第 二 課  課 長） 

７番  河 野   正 （長 野 南 警 察 署  交 通 課  課 長）＝欠席 
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◎説明のための出席者 

 

都市政策課長                  桑 原   武 彦 

都市政策課長補佐                宮 下   伊 信 

都市政策課係長                 藤 澤   大 輔 

都市政策課技師                 鈴 木   康 平 

 

 

 

 

 

◎事務局出席者 

 

都市政策課技師                 酒 井   直 哉 

 

株式会社地域総合計画              宮 澤   一 成 

株式会社地域総合計画              徳 竹   誠 也 
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◎開会 

 

○司会    皆様おそろいなので、ただいまから長野市都市計画審議会、第４回都市計

画道路見直し検討部会を開催させていただきます。委員の皆様にはお忙しいところ、ご出席

いただきありがとうございます。本日、進行を務めます都市政策課の宮下です。よろしくお

願いいたします。ここから着座でお願いいたします。本日、河野委員様から御都合により、

ご欠席の連絡をいただいておりますので、ご報告させていただきます。それでは、本日の資

料の確認をさせていただきます。資料は郵送でお届けしたものと、本日、机の上にお配りさ

せていただいたものがございます。先に郵送した資料といたしまして、まず、次第、続いて

資料１の都市計画道路見直し(素案)、厚い冊子のものです。続いて資料２、第３回検討部会

の質問・意見等を取りまとめたものになります。また、資料３、第３回部会からの変更点に

ついて１枚のものです。続いて資料４の見直し評価指標による区間別道路機能の整理の結果

(暫定)。資料５、見直し評価結果(暫定)。以上が郵送した資料でございます。また、本日追

加の資料といたしまして、参考資料の１、見直し検討部会スケジュール、第５回都市計画道

路見直し検討部会日程確認表がございます。それぞれ ご確認いただきまして資料に不足の

ある方はお申し出ください。よろしいでしょうか。もう一点、マイクの操作についてご説明

いたします。発言される際に、お近くの卓上機器の楕円の部分を押していただき、緑色のラ

ンプが点灯したことを、ご確認いただいてからご発言をお願いいたします。発言が終わりま

したら、再び楕円形の部分を押していただき、緑色のランプが消灯したことをご確認願いま

す。それではお手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。早速、議事に入らせて

いただきます。議長につきましては、部会長が会議の議長となるものと定めておりますので、

髙木部会長よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◎議事 

 

○部会長   はい。今日は皆様、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうご

ざいます。毎度のことですけれども、最初に議事録署名人をこちらから指名させていただき

ます。名簿順にお願いしておりますので、三浦委員さんと増澤委員さんにお願いをいたしま

す。よろしくお願いします。それでは議事に入ります。事務局から資料の説明をお願いしま

す。 
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○事務局   それでは、説明をさせていただきます。鈴木です。よろしくお願いします。

着座にて失礼します。まず、本日の検討内容について、ご確認をお願いします。お手元の参

考資料１をご覧ください。本日、第４回検討部会では、主に２点、候補路線を抽出した結果

である見直しの原案について、その評価手順、指標の再調整も含めてご意見いただきたいと

いうことと、今回から報告書形式とさせていただいております、資料１の都市計画道路見直

し素案についてご意見をいただければと思います。特に今回は、総合的な検証の交通シミュ

レーションまでの全ての作業を実施した結果になっておりますので、よろしくお願いします。

それでは、資料の説明に移りたいと思います。お手元には、資料１の都市計画道路見直し素

案と資料３の第３回部会からの変更点についてをご用意ください。スクリーンには、資料１

の方を表示させていただいております。お手元と併せてご確認いただければと思います。資

料１の方ですけれども、ページをめくっていただいて、22 ページ目からになります。実現性

の評価指標の内、歴史環境保全の観点について、評価対象としていた伝統的建造物群保存地

区、伝統環境保存区域、歴史的風致重点区域から外れる区間においても、文化財への影響の

有無についても検証するようにしています。この結果、文化財へ影響を与える区間について

は既に先ほど挙げさせていただいた３つの区域の中に含まれておりましたので、評価結果が

変わることはありませんでした。続いて、規定計画幅員では将来交通量が 15,000 台以上の区

間については、計画幅員が 24ｍ以上あるか否かを基準にしていましたが、４車線ですでに計

画されている区間を変更するのは現実的ではないという意見を前回の部会でいただきました

ので、２車線で計画されている場合には計画幅員を変更する必要があると、改めさせていた

だきました。次にコンパクトシティの形成についてです。前回はコンパクト＋ネットワーク

と表現させていただいておりましたが、総合的な検証の部分でも同様の名称が使われていて

分かり難いですとか、実質、やっている作業としてはコンパクトの方だけではないかとのご

指摘をいただきましたので、名称を変更しています。続いて、46 ページをご覧ください。こ

こでは、これまで客観的指標による区間別評価としていたものを、見直し評価指標による区

間別評価とし、総合的な検証としていたものを道路網としての総合的な検証としています。

それぞれ、区間としての評価と道路網としての評価であることを、強調するような表現に改

めさせていただきました。続いて、表３－７、３－９の評価結果の分類についてですが、前

回まで幅員拡幅としていた分類を廃止し、前回は幅員拡幅として紫色で表示されていた区間

については、フロー図のとおり評価して分類するようにしています。ページをめくっていた

だいて、47 ページのフロー図についてこちらも修正を加えております。前回までのフロー図

だと、例えば必要性を検証した後に、代替性の部分で代替路があると評価されると、必要性

の数で課題ありのいずれかに割り振られて、実現性の評価をしていないような印象を与えて

しまうことや、客観的評価と総合的な検証が一連の作業であることが分かりにくいといった

ご意見をいただきましたので、修正をさせていただいております。図では一番初めに、必要

性、代替性、実現性のそれぞれの評価をまずは全ての区間に対して実施し、その後、各指標
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の評価結果を用いて振り分けた後、総合的な検証へ移っていくという作業の流れを表すよう

に変更させていただきました。次に 49 ページになります。前回の部会では、総合的な検証の

中で、作業の都合上①～③にグルーピングしていましたが、特に意図がないのであれば、グ

ルーピングは必要ないのではないかという意見を受けて対応したものです。次に 61 ページ

からになります。今回、新たに交通需給バランスの検証を追加しています。ここまでの評価

で廃止・変更候補と廃止候補の二つに分類された区間を廃止した場合の道路ネットワークで

の混雑状況を、フルネットの混雑状況と比較しています。表の３－11 をご覧いただくと分か

るように、フルネットと見直しの案ではそこまで大きな変化はなく、見直し案による交通需

給バランスへの影響はほとんどないと考えられると思います。このため、総合的な検証の交

通需給バランスによる区間の評価結果の変更というのはありませんでした。めくっていただ

いて、62 ページは交通需給バランスを見る前までの評価結果で、暫定見直し案になります。

その後 63、64 ページが暫定見直し案のネットワークによるシミュレーション結果の内の交

通量に関する図になります。川の北と南でそれぞれ分けています。その後 65、66 ページです

が、こちらも同じくシミュレーション結果の内の混雑度に関する図になっています。67、68

ページはフルネットと暫定見直し案の混雑度を比較して、混雑度がどこでどれだけ上がった

かを段階ごとに表示させていただいてます。また、比較対象となるフルネットの交通量や、

混雑度については、本日お持ちいただきました関係資料集の 20 番、交通量配分の方に記載が

ございますので、併せてご確認いただければと思います。めくっていただいて、69 ページが

見直しの原案になりますが、今回のシミュレーションでは深刻な渋滞の発生などは特にみら

れませんでしたので、先ほどの 62 ページの暫定見直し案と同じ評価結果のままとなってい

ます。その後 70 ページ、71 ページですが、69 ページの図と内容は同じですが、それぞれ川

の北と南で分けて、詳細にご確認いただくように、準備させていただいております。資料１

と資料３については以上になります。続いて、資料２の質問、意見等についてですが、前回、

第３回の部会時に皆さんからいただきました質問、意見をまとめてございます。資料２の最

後のページになりますけれども、部会後に長野建設事務所の方からご意見・質問をいただき

ましたので、併せて整理させていただいております。私の方で簡単にまとめてはございます

が、この後、増澤さんの方から詳しくご説明いただければと思いますので、よろしくお願い

します。最後に資料４と５についてですが、こちらは区間別の評価結果と道路網としての評

価結果を、それぞれ一覧表にしております。個別の区間、路線に関する評価については、詳

細をこちらでご確認いただければと思います。私からの説明は以上です。 

 

 

○部会長    ただいまのご説明に対してのご質問とかご意見があればということです

けれども、言葉として分かりにくかったり、手順としてちょっと分かりにくいよねっていう

ところを整理していただいたこと、一番大きいのは、今、フルネットという風に仰っていま
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したけど、シミュレーションを掛けてみた。掛けてみたら意外に結果として大きな齟齬はな

くて、ほとんど同じで行けたよと、ものすごくざっくり言うとそういう話だと思います。は

い、梅干野委員さん。 

 

 

〇委員    ちょっと教えていただきたいんですけれども、最初の方で 22 ページの歴

史環境保全のところで、今回、新たに文化財を通過する場合というのを入れていただいたと

いうことで、とてもありがたいことだなと思っているんですけれども、ここで言ってる文化

財っていうのは、有形文化財ということでよろしいでしょうか。有形文化財ということであ

れば、指定文化財と登録文化財の両方が含まれいるのでしょうか。 

 

〇事務局   そうです。国指定の有形文化財と、あと、登録文化財についても調べてお

ります。地図にポイントを示しております。 

 

 

〇委員    分かりました。指定と登録、両方ということですね。なるほど、分かりま

した。ありがとうございます。 

 

 

〇部会長   よろしいでしょうか。他にはいかがでしょう。はい、増澤委員さん。 

 

 

〇委員   長野建設事務所の増澤です。先ほど鈴木さんからお話いただきました資料の

２の一番最後のページの下段にですね、意見出させていただいたので、これについても説明

させていただきたいと思います。まず 1 番目に書かせていただきました主要地方道長野菅平

線。区間番号で言うと 13 の幾つかになろうかと思うんですけれども、現在、落合橋の架け

替えを検討中ですので、今後にあたっては変更の可能性があるんですが、現時点では、まだ

架け替えを検討中ということでございますので、そういった状況であるということをまずご

理解いただきたいと思います。それから同じく、その北西側に行きますかね 13－２番です

かね。これも同じく、長野菅平線でございますが、長野市さんとも現地調査をさせていただ

きました。今後、この路線につきましては、重要物流道路という候補になっていてですね、

路線の重要性という観点で非常に高まってくる可能性があると思ってます。その他、幅員構

成等含めてですね検討が必要かなということを考えておりますけど、都計道の実現に向けて

は代替路の整備も含めた比較検討を十分に行った上で、判断する必要があるかなというふう

に思っております。それから左上の方いきますけど、19－２番の国道 406 号のところになり
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ます。ちょうど 19－２番のところですかね、１番、２番。で、この区間につきましても

今、国道 406 号の整備に向けてですね、現在、検討を進めているといったところでござい

まして、現時点では、いろいろ申し上げること厳しいんですけど、今後、将来にわたってで

すね、変更の候補になりうるということで、ご承知いただきたいと思います。それから最後

の４点目で書かせていただきましたけども、66－1 から 10 ですね。これは国道の 403 号に

なります。今ちょうど見ていただいた 66－1 から 10 ぐらいになりますかね。意見とした

ら、ネットワークとして存続すべきではということで、意見を付けさせていただきました。

見ていただきますと、この国道 403 号はですね、上信越自動車道と並行している区間でござ

いまして、高速道路の、補完的な機能を有する、あるいは、外の環状的な道路ネットワーク

としての機能を有しているのではないかなというふうに思っております。そういった中で、

存続、廃止等いろいろご意見あろうかと思いますけれども、存続すべきではないかという意

見をさせていただきました。これにつきましては、また、委員の皆様方からもですね、ご意

見を頂戴できればと思っております。以上です。 

 

 

〇部会長    はい、どうもありがとうございました。13－2 なんかに関しては、将来

的には変わるかもしれないけど、現時点では何とも言いようがないよっていうことで、66－

１から 10 に関しても、基本的にはそうそういうスタンスだということでよろしいのかな。

この 66－１から 10 に関しては、高速道路で何かがあったときに、これが代替路線になりう

る道なんだよと。高速道路が雪で止まって、１週間ぐらい車が出れなくなったなんていうこ

とが今年の冬もありましたけど、万が一にああいうことが起きたときにはこの 403 号が大

活躍してもらわなきゃいけない道路にもなるということなんだそうです。そう言われると、

確かに、１週間も動けない高速道路を見ながら、何で代替路線がないんだよってみんな思っ

てたわけで、まさにそれですよっていう話になっちゃってる。そう言われればそうだよねっ

て話ですけども。あれがちゃんと残ってないと、何かあったときに偉いことになるってのは

確かにその通りだと思います。だから、今、赤になってるんだけど、赤じゃなくて赤は一

応、都市計画道路からは廃止するという方向性だけど、廃止しないで残しておいた方がいい

んじゃないのかというのがご意見ということでいいですよね。それで、13－２に関しては、

落合橋の架け替えがあるかもしれないので、このまま残しておいて欲しいということでした

っけ。どうでしたっけ。 

 

 

〇委員   まず、落合橋に関しては 13－２ではなくて 13－３と 13－４の間になります

ね。今、架け替え位置を含めて幅なども変更になりうるけれども、現時点ではいろいろ申し

上げることはできないんで、そのままにしていただければと。それから、13－２の方は現時
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点では都市計画道路になってますんで、代替路となりうるちょうど北側というか東側に走る

現道がございます。いずれにしても並行する代替となり得る路線があるんですけれども、都

計道の実現に向けてはですね、非常にどっちをどうしていくかっていう、比較検討ってのは

十分慎重にやった上でですね、判断していかなきゃいけないんではないかという意見でござ

います。 

 

 

〇部会長    具体的には廃止あるいは変更候補と、今、記載はなっておりますけれど

も、実際、変更を現道側に変更するのか、本当にそれが、有利なのかどうかっていうのも、

もう少し慎重に比較検討した上で、判断した方がいいのではないかという意見でございま

す。ご意見としては、とりあえずここも変更なしの状態にしておいていただければありがた

いという意味でよろしいですか。 

 

 

〇委員     はい。 

 

 

〇部会長    よろしいでしょうか。今後どうなるかわからないことなんだけど、もし

落合橋を架け替えたときには、ここは重要な道路になるかもしれないから取っておいて、現

段階で変更したり、廃止したりを決めてしまうと、そのあとが大変になるから、とりあえず

そのまま置いておいてねというふうに理解をしました。19－２、細くてぐにょぐにょとした

道ですけども、たまに通るとここもなあと思うような道路ですけど。ここに関しては、将来

的には変更して、大分違う道になる可能性がありますよということですね。だからとりあえ

ず、このままでいいんでしたっけ。緑の変更候補ではなくて存続候補にしておいてくれる方

が、ありがたいということでしょうか。 

 

 

〇委員     意見としたらそういうことです。存続候補としていただければ、ありが

たいと。今後の変更等につきましては今後、検討した上で、色々変えていければというふう

に思ってます。 

 

 

〇委員     ということで、今、言った三つのところは、最初の二つは、今後、道路

の状況が、周辺の道路或いは道路そのものが変更になるかもしれないので、今、変更して都

市計画道路から外したりすると、その変更そのものが利かなくなっちゃう危険性もあるの
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で、残しておいて欲しいと。66－１から 10 は、高速道路の代替として重要な道路なので、

これも残しておいて欲しいというようなご意見をいただいているということです。何かご意

見ありますか。そう言われれば、それは仕方がないってのは変だけど、そうだよねっていう

ことでよろしいでしょうかね。はい、どうぞ。 

 

 

〇委員    今の話は、例えば 47 ページのフローで言うと、どこでの検討事項になる

んですかね。道路網としての総合的な検証のところの、事業の連続性、路線としての機能と

かその辺に関わってくる話なんですかね。一応、このルールに基づいてやっているわけです

ので、やはりここに当てはめた時にじゃあどうか、どこで拾うかって話ですよね。もし、こ

こに当たるものがないのであれば、ちゃんと項目は増やしておいた方がいいのかもしれない

ですし、やっぱり今のお話伺うと、現実的に考えれば、ご助言いただいた内容の方がいいの

かなという気はしますので、またちょっとその辺りをご検討いただければと思います。 

 

 

〇部会長   そうですね。増澤委員さんの仰ってることは、そうだよねってのはわかる

んだけど、でも、この、都市計画道路の見直しの素案というのは、一定のルールに基づいて

やってたはずなのに、いつの間にか、訳がわかんない変更が出てきているよっていうのはま

ずいといえばその通りなので、多分、そこが総合的な検証のところで来るんだろうなとは思

うんですけど。その中のここにある、ピンクの中の五つの四角、あるいは下の交通需給バラ

ンスの検証のどっちかで、これはこうなりましたよってちゃんと明記しといた方がいいよね

っていう話だと思いますが、どれが、あるいはここでは当てはまらないよと言うなら、もう

１個、追加しなきゃいけないかもしれないと。 

 

 

〇事務局   すみません。今ちょっと考えているのだと、総合的な検証の部分。関係す

る上位計画の項目があるかと思うんですが、資料１で言うと 28 ページ。ここで 403 号につ

いては、第二次緊急輸送路ということで、該当してまして、これがどこに定めがあるかとい

うと、長野県の防災計画の方で定めておりますので、長野県の防災計画を上位計画として、

加味すれば、もうちょっと評価が変わってくるかなと思います。 

 

 

〇部会長   はい、分かりました。落合橋の北のところは、どうします。 
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〇事務局   こちらもそれに合わせて対応できるかと思います。 

 

 

〇部会長   善光寺の裏の方の、19－１、２は。 

 

 

〇事務局   こちらも、そうですね。該当してますので。 

 

 

〇部会長   大丈夫ですね。はい。じゃあ全部、この、今の防災関係の計画を上位計画

に位置付けてあげれば、問題ない。逆はないですよね。上位計画にそれを入れたら、これも

引っかかってくるよっていう。 

 

 

〇事務局   その辺はちょっと見てみないと、分からないです。 

 

 

〇部会長   たまたま今の三つは、ご指摘があったので救ってるけど、指摘がなかった

からスルーしてしまって、防災計画で本当は残さなきゃいけなかった道を残さないってのは

まずいので、それは検討、確認をお願いします。ということで、増澤委員さんからの、ご指

摘いただいた部分に関しては、一応、この会としては承認するということになります。それ

以外に、そのこと以外にはい。轟委員さん。 

 

 

〇委員    すみません。長野高専、轟です。今の話にも若干、関連してくると思うん

ですけれども、代替路線の考え方として従来、これまでのお話の中では、既存ストックを有

効的に活用していかなきゃいけないよねっていうことで、代替路があるのであれば、並行し

て走っているようなところは、今回、見直していこうかっていうようなお話であったと思っ

ていて、そういう中で、その活かす路線と、じゃあ、ここは見直しましょうという路線で齟

齬が出てくると、今の話じゃないですけど、ちょっとおかしなことになりかねないなと思っ

ていて。そこのところが綺麗に整理できるのならいいなと思うんですけれども、先ほどの上

位の計画の話にしても、そのあたり、うまく整理できそうなのかなっていう不安があるんで

すが、既存ストックを活用するんだって考え方っていうのは基本的には代替路線があればそ

っちを有効活用していこうよって考え方だと思うんですよね。それの考え方に、ちょっとこ

う相反するような考えを今回、入れていく。相反すると言ったらあれかもしれないんですけ
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ど、そこのところがちょっと上手くいくのかなって不安が、今のお話聞いてて感じました。 

 

 

〇事務局   その辺の基準はやはり、示さなきゃいけないかなと思っていまして、例え

ば緊急輸送路としてやっていくとなると、かなり大きな車両を入れるとかっていうような条

件が出てくるかと思います。その場合に、車両の大きさとかを考えて、道路構造令のどのぐ

らいの幅員が必要なのかということで、そういったものが当てはまった場合の代替路の考え

方を少し事務局側で整理させていただいて、また、次回、お話させていただければなと思い

ます。 

 

 

〇委員    ありがとうございます。今、そう、お話しさせていただいたのも、松代だ

とか篠ノ井の南の方の稲荷山の辺りの方って、もともと赤じゃなかったところを赤くしたり

っていうようなところって、やはり既存のストックを活用できるからっていう理由で、こう

いうような形になってると思うので、その辺りの住民の方が、もし、積極的に整備して欲し

いよって思っているのであれば、何でそこは色変わるのに、うちのところはこのままでむし

ろ赤になっちゃってるのっていうようなところが、説明できればいいんですけれども。そこ

が少し気になったので、ちょっと事務局さんの方で整理していただけるといいかなというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

 

 

〇事務局   ありがとうございます。 

 

 

〇部会長   他にはいかがですか。今日、ここで、この質問をして良いんだろうかって

いうのや、よくわからない、結構、色々と議論に応じて、いろんなものが変わったりしてい

るので、ちょっとよくわかんなくなってるよっていう場合でも構いませんので、できれば、

今日いただいて、今日の結論としてはこんな感じだよねっていうことで、都計審に報告した

りする関係もございますので、確認作業としての質問でも構いませんので。どうしましょう

かね。今日の審議としては、これ、一本なので。皆様、特に何も、こんなもんだよね、これ

で最終というよりはまだちょっと時間はあるわけで。とりあえず今日の段階ではこれでいい

よねって思うところ、ジーっと引っ張っててもしょうがないわけですが。はい、どうぞ。 

 

 

〇委員    私、ここの分野といいますか、そのシミュレーションの部分、素人なもの
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で、今回のこの変更によって、混雑度は多少上がるんだろうけれども、ただ、その大きな渋

滞は発生しませんでしたというご説明がありましたけどちょっとそのあたりもう一度、図の

読み方も含めて、ご説明いただけるとありがたいんですけれども。多分そこが一番重要かな

という気がします。 

 

 

〇部会長   そうですね。こんなに都市計画道路を外してしまって、大渋滞で大混乱に

なるってのは困るわけですからね。 

 

 

〇事務局   資料の方は、資料 1 の 61 ページです。表の３－11 ですけれども、初めに

現況ということで、現況の道路ネットワークに対して現況の交通量を流して、混雑度を見て

おります。混雑度の度合いについてはその下に、参考ということで表をつけさせていただい

ており、４段階で評価をさせていただいてます。この４段階の混雑度が、それぞれ市内の区

間の延長として距離で出させていただいてまして、全体的な平均の混雑度ということで一番

右端に表示をさせていただいてます。その次、将来についてですけれども、フルネットと見

直しで、廃止候補、廃止・変更候補に該当した、路線を落とした道路ネットワークで、将来

交通量を流して、混雑度を見ているのが下の２段になります。現況の道路ネットワークの混

雑度に対して、どれだけ混雑度が、緩和されるかっていうのが、見ていただけたらと思いま

す。フルネットから、道路を落としてシミュレーションしてますので、フルネットが一番、

混雑度が低くなって、そこから、さらに下がるっていうようなことはないんですけども、上

がるような結果になってます。あわせて図の方ですけれども、63 ページからです。それぞ

れ廃止候補だとか、廃止・変更候補に該当した区間を落としたネットワークで流したときの

交通量と、そのあと 65 ページ、66 ページでは混雑度を見ています。67 ページ、68 ページ

についてですけども、こちらの混雑度はフルネットで、将来交通量をまわしたときの、混雑

度に対して、今の見直し案で、廃止候補だとかっていうのを落としたネットワークでまわし

た時の混雑度を比較して、どこでどれだけ混雑がフルネットの時よりも悪くなってしまった

かっていうところを表示しております。 

 

 

〇部会長   もう一度、61 ページに戻ると、現況の道路網というのがあって、今、皆

さんが体験してるのはこの状態ですよと。それに対して、この都市計画道路をもし仮に全部

作っていったとして、2035 年っていうのは、交通量は変わらないとしているんでしたっ

け。 
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〇事務局   交通量は下がります。 

 

〇部会長   交通量も下がるんですが、人口に応じて下がると。交通量が下がること

と、それから、都市計画道路はどこまで、できているという予定でしたっけ。 

 

 

〇事務局   フルネットであれば、全てできている状態で想定してます。 

 

 

〇部会長   有り得ないですけどもね。ありえないけど、全てできたとして、見直し前

のフルネットでいくならば、例えば 1.75 以上、つまり慢性的な混雑状態になってるような

道路が、今の現状だと 15.6km ぐらいあるわけですが、それが１km ぐらいまで下がります。

対して、都市計画道路の見直し、今我々がやってる作業をかけて、その原案に基づいてやる

と、1.2km に比べると増えるけど、3.5km までは下がるよと。15.6km 今、あるわけですか

ら。それで、そんなこと言っても、じゃあ、それはどこで発生しているのってことで見るの

が、その後ろのページのところで 65 ページ、66 ページはなってるのかな。だから、結構あ

の道路に行くとちょっと混雑しててやだよねっていうような感じの道路が、オレンジ色にな

っていてってみたいな感じで、それ以外のところがほぼ変わらない。混雑度のレベルの上昇

でいうと、所々で４レベルアップみたいになっていると、これでは駄目じゃないかっていう

気がするけど、実はそれは計算の都合上、ある部分でポッと出てくる形をとるんですが、発

生重心がすぐそばにあったりすると、どうしても強く影響が出てしまうので、例えば善光寺

のそばで、67 ページだとレベルが４アップしているところがありますけど、それは、計算

の都合でそうなってるだけで、実際にはこんなことは起きないでしょうというようなことだ

ったと思います。人口減少することとか、高齢化がさらに進んで、当然、今よりは２年前に

比べて、今の世の中は移動が相当少なくなってるっていうこともあるんですが、まさにそう

いうような、ネット社会にもっとなって、人の移動そのものの需要が少し減るかもしれない

ということもあることを考えれば、道路は空くんだよね。基本的には道路は空くから、こん

なに都市計画道路はいらないんじゃないかっていうのが、そもそものスタートなわけです。

当然の結論になるわけですが。もう一度言えば、フルネットで今の都市計画道路を全部残し

た状態と、見直し原案でやったときで、将来の世の中で両方を試すことはできないので、今

の状態でいけば見直し案で、もし仮に長野市が進んでいったとしたら、今の混雑状態より

は、混雑度も、1 から 1.24 でも 1.25 から 1.49 でもその１つ上でも、その次でも、大幅に

道路は空く。昔ここの道、凄かったんだよねって、それに比べると随分楽になったよねって

思いながら、国道 18 号線かな、通らせてもらうようになる。多分、そうようなことです。

梅干野委員はいいですか。 
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〇委員    理解が追いつきました。個人的には、やはり昼間 12 時間を通して混雑す

ることなく円滑に走行できること、全てがそうである必要はないと思っているので、これで

十分なのではないかというのが、個人的な感想でございます。 

 

 

〇事務局   すいません。そうですね、梅干野先生の言うとおり、部分的にというか、

部会長が言うように、部分的に渋滞が発生してるところもあるんですけれども、61 ページ

の表３－11 の通り、全体の混雑度というところから見て、今の現況の道路網を減らして

も、混雑は確実に下がるというところで見ていただければと思います。 

 

 

〇部会長   じゃあ、轟委員さん。 

 

 

〇委員    はい。すいません、１点、確認させていただきたいんですけれども、65

ページの図 3－39 で東和田運動公園の東側の所に混雑度が３以上の、国道 18 号をずっと、

北に上がっていって、多分、ここのカーブのところが、東和田の郵便局のあたりだと思うん

ですけれども、そこから東の方にしばらく行くと、3.21 っていうかなり混雑度、高い値が

出ていて、これはこの近辺にセントロイドあったよっていうことなのか、それともそうでは

なくて、こういうところなんだけど、これだけ出てきてるよっていうお話なのか、ちょっと

そこだけ確認させていただいてもよろしいですか。原因が、近くにセントロイドが、要する

に発地点があって、それでこういうふうになってるんですよっていうことであれば、全く問

題ないと思うんですけど、そうではなくて、普通にまわしてみたらここのところかなりでて

きちゃってるよってことであれば、今回の都市計画道路の話とは違うとは思うんですけれど

も、例えばちょっとした改良をするだとか、そういうような工夫が必要になってくる路線な

のかなと見ていて感じました。 

 

 

〇事務局   すいません。ちょっと、その原因といいますか、何故こういう結果が出た

かっていうところ、重心の位置なのかそれとも、関係なくまわしてみたらこうなったのか、

そこは確認させていただいて、次回のときにまた回答させていただきます。 
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〇部会長   はい、あとはいかがでしょうか。はい、増澤委員さん。 

 

 

〇委員    交通量の推計に関してですけど、これはそもそも、ベースになってるの

が、長野都市圏の総合都市交通計画を前提に、それベースで、まわしてるってことでよろし

いですか。だから平成 31 年の 3 月ですかね。わかりました。その後の状況の変化とする

と、若穂スマートインターチェンジがあるかと思うんですよ。そのあとにおそらく事業化に

なって、ＳＩＣとして長野菅平線に入ってくる流入等は、この時よりも増える方向だと思う

んですが、その辺は考慮されている、いないを教えていただければ。 

 

 

〇事務局   増澤委員さんの言うところについて、その区間に関してはＰＴのデータ

を、その時点のデータを使っておりますが、すいません、整理してから回答します。 

 

 

〇委員    はい、分かりました。 

 

 

〇部会長   若穂から北上してくる道路は、もうちょっと混むかもねっていう話ですよ

ね。確かに、そこ出来ると私も使います。市内の結構な人が、使うかもしれないですね。そ

こができると、相当、便利かもしれない。すいません、いつごろできる可能性があるんです

か。 

 

 

〇委員    スマートインターチェンジの話ですかね。今聞いているのは、令和８年

度、供用開始というふうに聞いてます。 

 

 

〇部会長   分かりました。他には、大体よろしいでしょうか。皆さん、ずっとずるず

るやってもしょうがないので、いいよっておっしゃっていただいて、特にご意見いただいて

ない江本委員さん、三浦委員さんはよろしいですか。よろしいですか。じゃあ、大体いいで

すかね。一応、意見、質問は出たようなので、これで今日の議事を終わりにして、今日のを

もとに都市計画審議会で中間報告したり、いろんなことをやって、次回は最初の頃にいただ

いたスケジュールで言うと、７月下旬ぐらいを予定していて、パブコメ案を最終的に決める

というのが、次回になるかと思いますけれども。だから、かなり今日のをベースに、話が進
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んでいくということになるかと思います。じゃあ、進行を事務局にお返しいたします。 

 

 

 

 

    ◎閉会 

 

〇司会    はい。ありがとうございました。今回、いただいたご意見等をですね、ま

とめまして、次回の５回の前にですね、第 79 回の審議会が、6 月 29 日に予定しておりま

す。今日の意見を踏まえてですね、この審議会の方に、事務局の方でちょっと修正をしなが

らですね、お出ししていくような形で考えておりますけれども、よろしいでしょうか。ま

た、内容についてはですね、出席いただきます髙木部会長さんにもご確認いただきながら、

資料をまとめていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は長時間にわたるご

議論ありがとうございました。その他といたしまして、今後の検討部会の日程のご確認をお

願いいたします。まず、第５回の検討部会についてですが、先日７月 20 日の火曜日か７月

27 日の火曜日の午後の予定で調整しておりましたけれども、改めて本日お配りしました、

第５回都市計画道路見直し検討部会日程確認表にご記入をお願いいたします。本日、ご提出

いただける方はお帰りの際に、事務局にご提出ください。後日の方は、メール等にてご回答

いただければと思います。また、本日の議題に対するご意見、ご質問、また次回の部会に向

けてのご意見やご提案等については、作業の都合上、6 月 11 日、金曜日までに、メール

か、お電話で都市政策課にお寄せいただければと思います。では、最後に閉会ということ

で、委員の皆様には大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございました。これ

で、長野市都市計画審議会、第４回、都市計画道路見直し検討部会を閉じさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 





 


